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 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第１号  

小樽市議会 

 

   令和２年度小樽市一般会計補正予算 

 令和２年度小樽市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 11,999,459 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,200,463 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年５月２２日提出 

                      小樽市長 迫  俊 哉 

 



別表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

17  国 庫 支 出 金   11,578,076 11,939,362 23,517,438 

  1 国 庫 負 担 金 10,311,672 59,097 10,370,769 

  2 国 庫 補 助 金 1,243,076 11,880,265 13,123,341 

18 道 支 出 金   3,505,782 29,549 3,535,331 

  1 道 負 担 金 2,858,449 29,549 2,887,998 

20 寄 附 金   2 1,000 1,002 

  1 寄 附 金 2 1,000 1,002 

21 繰 入 金   1,645,265 29,548 1,674,813 

  2 基 金 繰 入 金 1,580,834 29,548 1,610,382 

歳 入 合 計  58,201,004 11,999,459 70,200,463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2 総 務 費   1,967,528 1,000 1,968,528 

  1 総 務 管 理 費 1,659,137 1,000 1,660,137 

3 民 生 費   24,862,577 11,726,545 36,589,122 

  1 社 会 福 祉 費 11,867,518 11,606,774 23,474,292 

  2 児 童 福 祉 費 4,877,440 119,771 4,997,211 

4 衛 生 費   4,600,163 15,914 4,616,077 

  1 保 健 衛 生 費 1,959,036 15,914 1,974,950 

5 労 働 費   72,561 10,000 82,561 

  1 労 働 諸 費 72,561 10,000 82,561 

7 商 工 費   2,441,634 231,000 2,672,634 

  1 商 工 費 2,441,634 231,000 2,672,634 

10 教 育 費   3,095,664 15,000 3,110,664 

  2 小 学 校 費 1,091,375 9,500 1,100,875 

  3 中 学 校 費 887,125 5,500 892,625 

歳 出 合 計  58,201,004 11,999,459 70,200,463 

 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第２号  

小樽市議会 

 

   令和２年度小樽市介護保険事業特別会計補正予算 

 令和２年度小樽市の介護保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予

算の金額は、「別表 歳入予算補正」による。 

  令和２年５月２２日提出 

                      小樽市長 迫  俊 哉 

 



別表 歳入予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

1 保 険 料   2,802,367 △118,194 2,684,173 

  1 介 護 保 険 料 2,802,367 △118,194 2,684,173 

6 繰 入 金   2,265,609 118,194 2,383,803 

  1 一般会計繰入金 2,265,609 118,194 2,383,803 

歳 入 合 計 14,740,697 ― 14,740,697 

 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第３号  
 小樽市議会 

 

   令和２年度小樽市病院事業会計補正予算 

第１条 令和２年度小樽市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによ

る。 

第２条 令和２年度小樽市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  （ 科  目 ）   （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

               収       入 

第１款 病院事業収益   11,882,220千円    10,986千円  11,893,206千円 

第２項 医業外収益     665,053千円    10,986千円    676,039千円 

               支             出 

第１款 病院事業費用   12,361,468千円    10,986千円  12,372,454千円 

第１項 医 業 費 用   11,889,105千円    10,986千円  11,900,091千円 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

  （ 科  目 ）   （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

               収       入 

第１款 資本的収入      698,993千円     4,928千円    703,921千円 

第２項 他会計出資金    398,993千円     4,928千円    403,921千円 

               支             出 

第１款 資本的支出      964,409千円    4,928千円    969,337千円 

第１項 建設改良費     300,000千円    4,928千円    304,928千円 

 



第４条 予算第９条中「210,697 千円」を「221,683 千円」に改める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第４号  
 小樽市議会 

 

   小樽市資金基金条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   

 

   小樽市資金基金条例の一部を改正する条例 

 小樽市資金基金条例（昭和３９年小樽市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条の表に次のように加える。 
 

小樽市新型コロナウイルス等感染症対

策資金基金 

新型コロナウイルス等の感染症対策の資金と

するため 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 この条例案を提出したのは、新型コロナウイルス等の感染症対策のための寄

附を受けたことに伴い、経済対策、医療従事者への支援等の資金とする目的で、

新たに新型コロナウイルス等感染症対策資金基金を設置するためであります。 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第５号  
 小樽市議会 

 

   小樽市介護保険条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   

 

   小樽市介護保険条例の一部を改正する条例 

 小樽市介護保険条例（平成１２年小樽市条例第３９号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第６項中「平成３１年度から令和２年度までの各年度」を「令和２年

度」に、「２６，９６０円」を「２１，５６０円」に改め、同条第７項中「平成

３１年度から令和２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「３９，１７０円」

を「３０，１９０円」に改め、同条第８項中「平成３１年度から令和２年度ま

での各年度」を「令和２年度」に、「５２，１１０円」を「５０，３２０円」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市介護保険条例の規定は、

令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成３１年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 この条例案を提出したのは、介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和２年

度の低所得者に係る保険料の軽減後の額を定めるためであります。 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       議案第６号  
 小樽市議会 

 

   小樽市固定資産評価員の選任について 

 次の者を本市固定資産評価員に選任したいので、地方税法第４０４条第２項

の規定により議会の同意を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   

 

記 

上   石       明 



 

 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会        議案第７号  
 小樽市議会 

 

   小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市議会議員 丸 山 晴 美 

                     同    酒 井 隆 裕 

                     同    高 野 さくら 

                     同    小 貫   元 

                     同    川 畑 正 美 

 

小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例 

小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３４年小

樽市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

付則第３項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間」を

「令和２年６月１日から当分の間」に、「「１００分の２１２．５」とあるの

は「１００分の１９７．５」と、「１００分の２２７．５」とあるのは「１０

０分の２１２．５」」を「「１００分の２２５」とあるのは「１００分の２０

５」」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 
 
 



 

 （提案理由） 

 この条例案を提出したのは、新型コロナウイルス感染症対策の長期化に伴う

市民生活への影響等に鑑み、議員の期末手当について、当分の間、その支給割

合を引き下げることとするためであります。 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       報告第１号  
 小樽市議会 

 

   専決処分報告 

 令和２年度小樽市一般会計補正予算を、地方自治法第１７９条第１項の規定

に基づき、令和２年４月２３日別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を

求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   



   令和２年度小樽市一般会計補正予算 

 令和２年度小樽市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 74,500 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 58,201,004 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

21 繰 入 金   1,570,765 74,500 1,645,265 

  2 基 金 繰 入 金 1,506,334 74,500 1,580,834 

       

       

       

歳 入 合 計  58,126,504 74,500 58,201,004 

 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2 総 務 費   1,965,928 1,600 1,967,528 

  1 総 務 管 理 費 1,657,537 1,600 1,659,137 

7 商 工 費   2,368,734 72,900 2,441,634 

  1 商 工 費 2,368,734 72,900 2,441,634 

       

       

       

歳 出 合 計  58,126,504 74,500 58,201,004 

 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       報告第２号  
 小樽市議会 

 

   専決処分報告 

 令和２年度小樽市国民健康保険事業特別会計補正予算を、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき、令和２年４月２３日別紙のとおり専決処分したの

で報告し、承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   



   令和２年度小樽市国民健康保険事業特別会計補正予算 

 令和２年度小樽市の国民健康保険事業特別会計の補正予算は、次に定めると

ころによる。 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,825 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 13,756,797 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2  道 支 出 金   10,686,963 1,825 10,688,788 

  1 道 補 助 金 10,686,963 1,825 10,688,788 

       

       

       

歳 入 合 計 13,754,972 1,825 13,756,797 

 

 

 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

    千円 千円 千円 

2 保 険 給 付 費   10,531,671 1,825 10,533,496 

  2 出産育児等諸費 28,511 1,825 30,336 

       

       

       

歳 出 合 計 13,754,972 1,825 13,756,797 

 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       報告第３号  
 小樽市議会 
 
 

   専決処分報告 

 小樽市税条例等の一部を改正する条例（令和２年小樽市条例第１５号）を、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年３月３１日別紙のとお

り専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   

 



 

 

小樽市税条例等の一部を改正する条例 

（小樽市税条例の一部改正） 

第１条 小樽市税条例（昭和２５年小樽市条例第５６号）の一部を次のように

改正する。 

  第２４条の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

  第２４条の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とする。 

  第３１条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７

第５項及び第１１項」に改める。 

  第３７条の２の見出し及び第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３

４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を

「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０

項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。 

  第７７条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第

４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」

を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定

は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこ

の売渡し又は消費等について、第７９条第１項又は第２項の規定による申

告書に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の

適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法施



 

 

行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、

適用する。 

  第７９条第１項中「第７７条第２項」を「第７７条第３項」に改める。 

  第１３０条第２項中「第３４９条の３第１０項、第１２項及び第２６項」

を「第３４９条の３第９項、第１１項及び第２３項」に、「同項」を「前項」

に改める。 

  附則第１３条第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め

る。 

  附則第１６条の３第２項を削り、同条第３項中「第１５条第２項第６号」

を「第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条中第４項

を第３項とし、第５項を第４項とし、同条第６項中「第１５条第２９項」を

「第１５条第２６項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「第１

５条第３０項第１号」を「第１５条第２７項第１号」に改め、同項を同条第

６項とし、同条第８項中「第１５条第３０項第２号」を「第１５条第２７項

第２号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「第１５条第３０項

第３号」を「第１５条第２７項第３号」に改め、同項を同条第８項とし、同

条第１０項中「第１５条第３１項第１号」を「第１５条第２８条第１号」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「第１５条第３１項第２号」

を「第１５条第２８項第２号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１

２項中「第１５条第３３項第１号イ」を「第１５条第３０項第１号イ」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１５条第３３項第１号ロ」

を「第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第

１４項を削り、同条第１５項中「第１５条第３３項第１号ニ」を「第１５条

第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１６項中「第

１５条第３３項第１号ホ」を「第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を



 

 

同条第１４項とし、同条第１７項中「第１５条第３３項第２号イ」を「第１

５条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１８項中

「第１５条第３３項第２号ロ」を「第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同

項を同条第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、４分の３とする。 

  附則第１６条の３第１９項中「第１５条第３３項第３号イ」を「第１５条

第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２０項中「第

１５条第３３項第３号ロ」を「第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を

同条第１９項とし、同条第２１項中「第１５条第３３項第３号ハ」を「第１

５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２２項中

「第１５条第３８項」を「第１５条第３４項」に改め、同項を同条第２１項

とし、同条第２３項を削り、同条第２４項中「第１５条第４４項」を「第１

５条第３８項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２５項中「第１５

条第４５項」を「第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２３項とし、同

条第２６項中「第１５条第４７項」を「第１５条第４１項」に改め、同項を

同条第２４項とし、同条中第２７項を第２５項とする。 

  附則第１９条及び第２０条中「又は法」を「又は」に改める。 

  附則第２４条及び第２５条中「第１９項」を「第１８項」に、「又は法」を

「又は」に改める。 

  附則第３１条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

（小樽市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 小樽市税条例等の一部を改正する条例（令和元年小樽市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中第１０条第１項第２号の改正規定を削る。 



 

 

  附則第１条第４号を次のように改める。 

  ⑷ 削除 

  附則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

  附則第３条を次のように改める。 

 第３条 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の小樽市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２４条の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項

及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第２４条の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出す

る新条例第２４条の３第１項に規定する申告書について適用する。 

 （固定資産税又は都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税又は都市計

画税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税

について適用し、平成３１年度分までの固定資産税又は都市計画税について

は、なお従前の例による。 



２ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正

前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１

５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定

資産税又は家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 



 令 和 ２ 年 
             第 １ 回 臨 時 会       報告第４号  
 小樽市議会 

 

   専決処分報告 

 小樽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（令和２年小樽市

条例第１４号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年３

月３１日別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫  俊 哉   

 



   小樽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 小樽市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年小樽市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」

に、同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に、同条第３項中「死

亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因であ

る疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事

故発生日」に改める。 

 第２２条中「３箇月」を「３か月」に改める。 

 付則第３条第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８項中

「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

 別表中「１２，４００」を「１２，４４０」に、「１３，３００」を「１３，

３２０」に、「１０，６００」を「１０，６７０」に、「１１，５００」を「１

１，５５０」に、「８，８００」を「８，９００」に、「９，７００」を「９，

７９０」に改め、同表備考１中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生し

た日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断

によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の小樽市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項第２号及び別表

の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた同条第１項に

規定する損害補償（以下単に「損害補償」という。）並びに同日前に支給す

べき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷



病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定

する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同

日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 



令 和 ２ 年 
第 １ 回 臨 時 会 報告第５号 

小樽市議会 

専決処分報告 

小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和２年小樽市条例第１６

号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年４月２３日別

紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫 俊 哉  



   小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 小樽市国民健康保険条例（昭和３４年小樽市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第２１条第１項第１号中「同法第８条第４項」を「同条第４項」に改める。 

 付則に次の３条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第９条 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健

康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支

払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新

型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条

の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下単に「新型コロナウイルス

感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感

染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日

から起算して３日を経過した日から、労務に服することができない期間のう

ち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の支給期間は、前項の規定による労務に服することができない

期間のうち労務に就くことを予定していた日の初日（以下「就労不能起算日」

という。）から起算して１年６月を超えないものとする。 

３ 傷病手当金の額は、１日につき、就労不能起算日の属する月以前の直近の

継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（その

金額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満

の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に

相当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとす

る。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額

等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額（その金額に、



５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数が

あるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する

金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０銭

以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）を

超えるときは、その金額とする。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染した場

合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等

の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることがで

きる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給

与等の額が、前条第３項の規定により算定される額より少ないときは、その

差額を支給する。 

第１１条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等

の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手

当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた

額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給す

る。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、

その額を支給額から控除する。 

２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の

事業主から徴収する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第９条から第１１条までの

規定は、改正後の付則第９条第２項に規定する就労不能起算日が令和２年１月

１日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。  

 



令 和 ２ 年 
第 １ 回 臨 時 会 報告第６号 

小樽市議会 

専決処分報告 

小樽市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（令和２年小樽市

条例第１７号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和２年４

月２３日別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和２年５月２２日提出 

小樽市長 迫 俊 哉  



小樽市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

小樽市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年小樽市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

第５条に次のただし書を加える。 

  ただし、広域連合条例第１７条第１項の規定により保険料の徴収の猶予を

受けた場合は、この限りでない。 

附則に次の１項を加える。 

（本市において行う事務の特例） 

３ 北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例（令和２年北海道後期高齢者医療広域連合条例第４号）附則に定め

る場合における第２条第１号の規定の適用については、同号中「葬祭費」と

あるのは、「葬祭費及び広域連合条例附則第５条の傷病手当金」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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